
申請資格

1．経済的に授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀（成績上位2分の1以上）と認められる者

2．申請前6ヶ月以内又は納付期限内に学資負担者が死亡した者

3.申請前6ヶ月以内又は納付期限内に本人若しくは学資負担者が災害を受けた者

　上記のいずれかの理由により、授業料の納付が著しく困難と認められる者

※申請前6ヶ月以内とは前期分にあってはＨ20年10月以降、後期分にあってはＨ21年4月以降をいう。

※大学院新入生の前期分にあっては、上記2.3の申請前6ヶ月以内を入学前1年以内とする

※科目等履修生、研究生、国費留学生、外国政府派遣留学生を除く。

免除対象外

学生支援課

　　　　　　　　　　　　　　学部　　　　　　　　　       学科・課程

　　　　　　　　　　　　　　研究科                               専攻

履修番号・学年                                                   ・                    年

フリガナ

氏名

電話（携帯）

休学期間（  有　・　無  ） 　　　　　　年　　　　月　　　　　～　　　　　年　　　　　月

※以下は、学生支援課で記入します。

受   付   日 平成２１年             月               日

免除書類Ｎo

（注意事項）単に「母子家庭」や「父親が障害者」等の理由のみでは免除の対象とはなりません。

平成21年度（前期）授業料免除申請書類申し込み用紙

※電話によるご質問は、固くお断りします。冊子を熟読して下さい。

書類引渡期間　（1月19日～2月13日） 下記枠内に記入し、切り取って持参下さい。

学部等

1．申請時に前の期分の授業料を滞納している者

2．特別の理由なく同一の学年に留まっている者

3．特別の理由なく最短修業年限を超えている者

4．既に当該年度期分又は当該期分の授業料を納付した者

　切　　り　　取　　り


	前期

